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規

則

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

告

示

○
青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約

款
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
二

○
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
六
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
二
条
第
二
項
中
「
又
は
賃
金
」
を
削
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
第
五
号
中
「
で
あ
る
法
人
の
」
の
下
に
「
破
産
手
続
廃
止
の
決
定
が
確
定

し
、
又
は
」
を
加
え
、
「
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
者
」
を
「
当
該
法
人
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
十
二
条
中
「
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
」
を
「
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

契
約
不
適
合
責
任

第
百
五
十
四
条
第
一
号
ア
及
び
イ
中
「
契
約
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
」
を
「
契
約
者

が
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。第

三
百
十
三
条
第
二
項
中
「
中
断
す
る
」
を
「
更
新
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
十
九
条
中
「
、
児
童
手
当
及
び
賃
金
」
を
「
及
び
児
童
手
当
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
十
九
条
の
二
を
削
り
、
第
三
百
三
十
九
条
の
三
を
第
三
百
三
十
九
条
の
二
と
す
る
。

別
表
第
二
中
７
の
項
を
削
り
、
８
の
項
を
７
の
項
と
し
、
９
の
項
か
ら
28
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

第
十
七
号
様
式
の
注
の
３
中
「中

断

」
を
「更

新

」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「時

効
中
断
年
月
日

」
を
「時

効
更
新
年
月
日

」
に
、
「時

効
中
断
理
由

」
を

「時
効
更
新
理
由

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
百
八
十
九
号
様
式
か
ら
第
百
九
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
９
号
様
式
か
ら
第
１
９
１
号
様
式
ま
で
削
除

第
百
九
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
四
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、

令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
す
る
契
約
（
同
日
前
に
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
し

た
契
約
及
び
同
日
前
に
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を

行
っ
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
の
第
九
条
中
「年

２
.７
パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
.６
パ
ー
セ
ン
ト

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
31年

３
月
青
森
県
告
示
第
221号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
34条
第
11項
、
第
41条
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
51条
第
３
項
中
「
年
2.7パ

ー
セ
ン
ト
」

を
「
年
2.6パ

ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。
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附
則

１
こ
の
契
約
約
款
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
改
正
後
の
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以
後
に
締

結
す
る
契
約
（
同
日
前
に
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

３
月
青
森
県
規
則
第
10号

）
第
156条

の
規
定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締

結
し
た
契
約
及
び
同
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
契
約
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
号

平
成
十
九
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
一
号
（
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出
納
員
の
項
の
表
中
「
（
払
出
し
に
あ
っ
て
は
、
手
も
と
保
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削

る
。
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